●●栽培をする農地の権利設定にかかる申し合わせ事項
土地所有者 ○○　○○（以下「甲」という。）と耕作者 △△　△△（以下「乙」という。）は、農用地利用等促進計画書に基づき権利設定を行う土地にかかる事項を以下のとおり申し合わせる。
ついては、本書を２通作成し甲、乙それぞれ一通ずつ保管する。但し、本書の写しを農業委員会及び埼玉県農地中間管理機構に１部ずつ提出する。
１　対象となる農地
○○市大字○○字○○１２３４番５
○○市大字○○字○○１２３４番５　
２　権利設定期間
　　令和○年○月○日から令和○年○月○日
３　特記事項
(1) 甲は乙に対し、当該土地で●●を植栽することを認める。
(2) 乙が、権利設定の期間中に当該農地の返還を申し出た場合には、甲の承諾を得るものとし、原則、●●として利用できる状態で甲に返還するものとする。但し、耐用年数を過ぎたもの、通常の管理により枯死したものは除く。
(3) 甲又は乙は、権利設定が終了し継続の意思がない場合は、乙は原則、●●として利用できる状態で甲に返還するものとする。但し、耐用年数を過ぎたもの、通常の管理により枯死したものは除く。
(4) 甲が、権利設定の期間中に当該農地の返還を申し出た場合には、乙の承諾を得るものとし、現状で返還を受けることとする。また、乙が植栽した●●の残存資産額について甲に請求することができる。
 (5) 申し合わせ事項に疑義を生じたとき、または各項目に該当しない事項については、甲、乙が協議して定めるものとする。
令和　　　年　　月　　日
（1） 住所　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
（2） 住所　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
